
訪問看護 重要事項説明書 

                                 令和 ６年 ６月 現在 

１．事業者概要 

事業者名称 医療法人社団中央会 訪問看護ステーション ありまつ 

所在地 石川県金沢市有松５丁目２－２４ 

介護保険指定番号 １７６０１９０８８２ 

法人名 医療法人社団 中央会 

代表者名 理事長 吉田 千尋 

電話番号 ０７６－２５５－７２５０ 

  

 

２．職員体制 

 資格 
常勤 非常勤 

 
専従 兼務 専従 兼務 

管理者 看護師  １    

従事者 看護師 2     

従業者 理学療法士  ４    

 

 

３．事業所の目的と運営方針 

・事業の目的  

  居宅に於いて、主治の医師が訪問看護の必要を認めた利用者に対して、その有する能力に応じた可能な限り

自立した生活を営むことが出来るよう、適切な訪問看護サービスを提供することを目的とします。 

・運営の方針 

 （１）利用者の特性を踏まえて、可能な限りその居宅に於いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことが出来るよう、心身の機能の維持回復を目指し、その在宅療養生活を支援します。 

 （２）事業の実施にあたっては、地域の保健・医療・福祉の関係職種などと連携を図り総合的なサービスの提

供に努めます。 

 （３）質の良い訪問看護サービスを提供するため訪問看護従事職員の研修を継続的に行い、資質の向上を図り

ます。 

 

４．事業の実施地域 

事業の実施 地域 金沢市 ・野々市市・白山市  

  ※ 上記地区以外の方でもご希望の方はご相談下さい。 

※ 通常の事業の実施地域（指定居宅サービス基準第 73条第五号に規定する通常の事業の実施地域をいう）

を越えて、訪問看護サービスを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の５に相当する単位数を所

定単位数に加算する。 



 

５．（１）営業日・時間 

営業日 月 ～ 土  ： ８時３０分～１７時３０分 

休 日 日曜日 ・ 年末年始 １２／３１～１／２ 

 

  （２）サービス提供時間 

    営業日・営業時間帯に関わらず、２４時間体制を取っておりますので、緊急時等は時間外でもご連絡下

さい。但し時間外の場合には利用料金が異なります。 

    ※ 時間帯、料金については｢下記の料金表｣あるいは｢利用契約書別紙・２｣の料金表をご参照下さい。 

 

６．サービスの内容 

   自宅で療養されている方が安心して療養生活が送れますように、主治医の指示を受けて当訪問看護ステー

ションの看護師が定期的に訪問致します。指示に従い必要な清潔の援助や処置などと利用者、介護者の方に

在宅医療の援助・指導を行います。 

 

７．利用料金 

 （１）介護保険給付対象サービス 

   介護保険の適応がある場合は、原則として料金表の利用料の１割が利用者の負担額となります。但し２０

分未満の利用は、緊急時訪問看護加算を届け出た事業所で、当該利用者の訪問看護計画書に２０分以上の

訪問看護が週１回以上含まれている場合に算定します。 

 

① 料金表  

（１回につきの料金 ：金沢市は1単位１０．２１円で（ ）内の金額が目安の自己負担額となります  ）   

 

所要時間 基本料金単位 
夜間 ：１８時～２２時 

早朝 ： ６時～８時 
深夜 ：２２時 ～６時 

２０分（理学療法士、作業

療法士の場合） 

訪問看護 ２９４単位（３００円） 
  

介護予防 ２８４単位（２９０円） 

３０分未満 
訪問看護 ４７１単位（４８１円） 

２５％加算 ５０％加算 
介護予防 ４５１単位（４６１円） 

３０分以上 

６０分未満 

訪問看護 ８２３単位（８４０円） 
２５％加算 ５０％加算 

介護予防 ７９４単位（８１１円） 

６０分以上 

   ９０分未満 

訪問看護 １１２８単位（１１５２円） 
２５％加算 ５０％加算 

介護予防 １０９０単位（１１１３円） 

サービス提供体制加算１ 6単位 （６円）   

 

※ 夜間・早朝は基本料金の２５％、深夜は所定単位数の５０％の加算となっています。 

※ 上表の料金設定と基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の居宅サービス計画（ケ

アプラン）に定められた目安の時間を基準とします。 



※ 准看護師については９０／１００で算定 

 

 

金沢市は（   ）内の金額が目安の自己負担額になります。 

 

 

 

② 衛生材料（ガーゼ、綿棒、使い捨て手袋など）が必要な場合、自宅でご準備お願い 

致します。 

 

 

 （２）介護保険給付対象 以外サービス 

   医療保険で訪問看護を提供した場合 

   ① 利用料は各種社会保険に基づき利用者からお支払い頂きます。 

   ② 訪問看護に要した交通費は次の金額となります 

     事業所よりの距離に応じておおむね片道５㎞以内２００円・５㎞以上１㎞につき４０円を加算します。 

   ③ 衛生材料（ガーゼ、綿棒、使い捨て手袋など）が必要な場合自宅でご準備下さい。 

 

 

 

 

 

項  目 基本料金 内   容 

特別管理加算 (Ⅰ) 

（１月につき） 
５００単位（約５１０円） 

厚生労働大臣が定めるところの、特別な

管理を要するご契約者に、計画的に管理

を行うことに対し１回／月算定 

（Ⅰ）在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受

けている状態や留置カテーテル等を使用

している状態にある場合 

(Ⅱ) 在宅酸素療法指導管理等を受け

ている状態や真皮を超える褥瘡の状態に

ある場合 

特別管理加算 (Ⅱ) 

（１月につき） 
２５０単位（約２５５円） 

緊急時訪問看護加算 

（１月につき） 
５７４単位（約５８６円） 

ご契約者の同意を得て２４時間体制で計

画的な訪問以外に必要時、電話相談、緊

急訪問を行うことに対し１回／月算定 

ターミナルケア加算 

（介護予防には適応せず） 
２,５００単位（約２,５５３円） 

死亡前１４日以内に２日以上ターミナル

ケアを行い主治医との連携の下、訪問看

護のターミナルに係る計画及び支援体制

について利用者及びその家族等に説明

し、同意を得てターミナルケアを行って

いることで死亡月に算定 



 

  

（３）料金のお支払方法 

   毎月１０日過ぎに前月分の請求を致しますので、訪問看護師もしくは病院でお支払い下さい。尚銀行等か

らの引き落としも出来ますのでご相談下さい。お支払い後領収書を発行致します。 

 

 

 

８．キャンセル料 

   原則キャンセル料はいただきませんが、利用者の都合によりサービスを中止する場合は、当日の午前８時

００分～８時３０分までの間にご連絡を入れてくださいますようお願い致します。事前の申し出なくキャ

ンセルされた場合、当日の利用料を請求させていただく場合がありますのでご了承ください。但し、利用

者の急な病変や緊急入院等特別な場合はこの限りではありません。 

 

 

 

９．事故発生時の対応 

  サービスの提供中に、万が一事故が発生した場合は、市町村・家族・居宅介護支援事業者等に連絡をし、賠

償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を行います。 

 

 

 

１０．緊急時における対応 

  サービスの提供中に、病状の急変、及び緊急事態が発生した時、その状況により主治医・救急隊・親族 ・

介護支援事業所等へ連絡し応急処置などの対応を致します。 

 

 

１１．秘密保持 

 （１）事業者は利用者やそのご家族から得られた情報はみだりに口外いたしません。また業務上知りえた利用

者そのご家族の秘密を守ることを義務と致します。契約終了後も同様です。 

 （２）事業者は利用者からあらかじめ同意を得ない限り利用者の個人情報を用いません。 

 

 

 

 

１２．苦情･相談 窓口 

   当事業所利用者様相談窓口  窓口責任者  医療法人社団中央会 

訪問看護ステーション ありまつ   

管理者  辻  ひろ子 

                ご利用時間  午前８時３０分～午後５時３０分（月～土） 

                ご利用方法  担当者に直接若しくはお電話でご相談ください 

                所在地    金沢市有松５丁目２－２４ 金沢有松病院別館 

                電 話    ０７６－２５５―７２５０ 

                ＦＡＸ    ０７６－２４２―９０７０ 



１３．虐待防止の為の措置 

   高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう虐待防止に関する

下記の措置を講じます。 

（１） 虐待防止委員会の開催 

（２） 高齢者虐待防止の為の指針の整備 

（３） 虐待防止研修の実施 

（４） 選任担当者の配置 

  

虐待防止に関する担当者：  辻  ひろ子 

 

当事業所は、訪問看護開始にあたり、利用者様に対して本書面に基づいて上記重要事項を説明

致しました。 

 

                          令和  年   月   日 

 

事 業 者 

           所在地    石川県金沢市有松５丁目２－２４ 

法人名    医療法人社団 中央会, 

事業所名   訪問看護ステーション ありまつ 

            

説 明 者 

                    氏名              印 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から上記重要事項の説明を受けました。 

 

  令和   年   月   日 

 

             利 用 者 

     住所 

 

                   氏名              印 

 

             利用者のご家族 又は代理人    

 

住所 

 

     氏名              印 

 

 

 

 

 

 



 

  行政機関の窓口       石川県健康福祉部長寿社会課 

                所在地    金沢市鞍月1丁目1番地 

                電 話    ０７６－２２５－１４１７ 

             

                金沢市健康福祉部介護保険課 

                所在地    金沢市広坂1丁目1番1号 

                電 話    ０７６－２２０－２２６４ 

 

                野々市市健康福祉部介護長寿課 

                所在地    野々市市三納1丁目１番地 

                電 話    ０７６－２２７－６０６６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


